
 

 

 

令和８年６月２日  

教務課  

 

台風 6 号接近時の授業について 
 

台風 6 号が接近しています。台風接近時等における授業について、以下のとおり取り扱いますので 

確認してください。 

 

１． 登学前、すでに三重県中部地区（津市・松阪市・明和町・多気町）に、 

暴風警報又は警戒レベル 4 大雨危険警報以上の大雨に関する警報（以下警報という） 

が発令されている場合は、次のように処置する。 

 

  （１）午前 7 時までに、三重県中部地区の警報が解除された場合。 

      

     ・通常どおり授業及び試験を行う。 

 

  （２）午前１１時までに、三重県中部地区の警報が解除された場合。 

      

     ・午後１時より３限目以降の授業及び試験を行う。 

 

  （３）午前１１時までに、三重県中部地区の警報が解除されない場合。 

      

     ・授業及び試験は行わない。 

 

２． 自分の居住地域に警報が発令される等安全に登学できない場合、または公共交通機関の運行状況が「不通」 

により登校できない場合は、各自の判断で自宅待機する。 

 

※上記他詳細については、学生便覧を見ておいてください。 

※休講が生じた場合、早急に当該授業の補講日程を調整します。掲示板等で必ず確認してください。 

※当日の情報は随時、AAA（ActiveAcademyAdvance）等で更新します。 
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